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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】令和3年1月28日(2021.1.28)

【公開番号】特開2019-110871(P2019-110871A)
【公開日】令和1年7月11日(2019.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2019-027
【出願番号】特願2017-249044(P2017-249044)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｍ   3/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/07     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｍ    3/00     　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｍ    1/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ    5/07     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月11日(2020.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のウェルが形成され、
　前記複数のウェルの各々の周囲には仕切り壁が形成されており、
　前記複数のウェルの一つのウェルの表面には、
複数の第１の細胞接着部と、
　第２の細胞接着部と、を有し、
　前記複数の第１の細胞接着部は、前記一つのウェル内の第１の領域に形成され、
　前記第２の細胞接着部は、前記一つのウェル内の第２の領域に形成され、
　前記複数の第１の細胞接着部の全ては第１の形状を有しており、
　前記第２の細胞接着部は、第２の形状を有しており、
　前記第１の形状と前記第２の形状とは異なっており、
　前記複数の第１の細胞接着部の全ては、前記第２の細胞接着部とは少なくとも細胞非接
着部によって隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項２】
　請求項１に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部のうち一つの第１の細胞接着部は、前記細胞非接着部によ
り、前記一つの第１の細胞接着部と最も隣接する前記複数の第１の細胞接着部のうちの他
の第１の細胞接着部と隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部のうちいかなる二つの第１の細胞接着部の間には、前記第
２の細胞接着部が形成されていないこと、
　を特徴とする細胞培養プレート。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第２の細胞接着部は、前記複数の第１の細胞接着部と前記仕切り壁との間に形成さ
れていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部の各々の面積は、前記第２の細胞接着部の面積より小であ
ること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　さらに第３の細胞接着部を有しており、
　前記第３の細胞接着部は、前記第２の細胞接着部から少なくとも細胞非接着部によって
隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項７】
　請求項６に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第３の細胞接着部は、前記第２の形状を有していること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第２の細胞接着部と前記第３の細胞接着部との間には、前記複数の第１の細胞接着
部が形成されていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第３の細胞接着部は、前記複数の第１の細胞接着部と前記仕切り壁との間に形成さ
れていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部の全てが、前記第３の細胞接着部とは少なくとも細胞非接
着部によって隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部の各々の面積は、前記第３の細胞接着部の面積より小であ
ること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１２】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　さらに複数の第４の細胞接着部を有しており、
　前記複数の第４の細胞接着部の全ては、前記第２の細胞接着部から少なくとも細胞非接
着部によって隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第４の細胞接着部の各々は、互いに少なくとも細胞非接着部によって隔てら
れていること、
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　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第４の細胞接着部の各々は、前記第２の形状を有していること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第４の細胞接着部の各々は、少なくとも前記複数の第１の細胞接着部の全て
から少なくとも細胞非接着部によって隔てられていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１６】
　請求項１２乃至１５のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第４の細胞接着部のうち二つの第４の細胞接着部の間には、少なくとも前記
複数の第１の細胞接着部が形成されていること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１７】
　請求項１２乃至１６のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第４の細胞接着部の各々の面積は、前記複数の第１の細胞接着部のいずれの
面積より大であること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記複数の第１の細胞接着部の全ての面積は、実質的に同一であること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第２の形状は一つの直線を有すること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第２の形状は実質的に互いに平行な二つの直線を含んでいること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第２の形状は長方形であること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のいずれかに記載の細胞培養プレートにおいて、
　前記第１の細胞接着部内で、細胞凝集塊が形成されること、
　を特徴とする細胞培養プレート。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のいずれかに記載の細胞培養プレートと、
　複数の細胞凝集塊と、を含むこと、
　を特徴とする細胞複合体。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の細胞複合体において、
　前記複数の細胞凝集塊の各々は前記複数の第１の細胞接着部の一つの第１の細胞接着部
に形成されており、
　前記複数の細胞凝集塊のうち、前記複数の第１の細胞接着部の中で前記第２の細胞接着
部に最も近い位置の第１の細胞接着部に形成された第１の細胞凝集塊の前記一つのウェル
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の表面と平行な断面の面積は、前記複数の細胞凝集塊の第２の細胞凝集塊の前記表面と平
行な断面に対して１．２倍以下であり、
　前記第１の細胞凝集塊は、前記第２の細胞接着部と前記第２の細胞凝集塊との間に位置
していること、
　を特徴とする細胞複合体。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の細胞複合体において、
　前記第２の細胞凝集塊は、前記第１の細胞凝集塊と前記複数の細胞凝集塊の第３の細胞
凝集塊との間に位置すること、
　を特徴とする細胞複合体。
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